
後期高齢者医療制度にご加入中の皆様へ

３割負担 令和７年４月版

※１　医療費の窓口負担限度額の計算上、保険適用外の医療費の自己負担額や、食事代、差額ベッド代などは含みません。
※２　月の途中で75歳に到達した場合は、２分の１の額になります。
※３　過去12か月以内に外来＋入院の自己負担限度額を超えた支給が３回あった場合の、４回目以降の限度額です。
※４　自己負担限度額はR７.４.１時点のものであり、今後の法改正により変わる可能性があります。
☆前年の12月31日(１月から７月までの場合は前々年)現在で、同一世帯に19歳未満の控除(扶養)対象者がいる世帯については、
　負担割合判定の際の住民税課税所得金額から、さらに調整額が控除されます。
☆昭和20年１月２日以降に生まれた被保険者で、本人及び同一世帯の被保険者の基礎控除後の総所得金額等(所得から43万円を引いた額)の合計が
　210万円以下の被保険者及び同一世帯の被保険者は１割負担または２割負担となります。
☆次の項目に当てはまる方は、１割負担もしくは２割負担となります。(申請が必要な場合があります)
　・加入者本人の前年の収入額が383万円未満の方
　・加入者本人と、同一世帯の70～74歳の方全員の前年の収入額の合計が520万円未満の方
　・同一世帯に加入者が２人以上いる場合、加入者全員の前年の収入額の合計が520万円未満の方

マイナ保険証を利用すれば、申請の手続きなく、高額療養費制度に
おける窓口負担限度額を超える支払いが免除されます。
マイナ保険証をぜひご利用ください。

現役並み所得Ⅲ
（現役Ⅲ）

現役並み所得Ⅱ
（現役Ⅱ）

現役並み所得Ⅰ
（現役Ⅰ）

負担区分（資格確認書の表記） 対象者 医療費１か月あたり自己負担限度額  ※１ ※２ ※4
外来・入院

住民税課税所得
690万円以上

住民税課税所得
380万円以上

住民税課税所得
145万円以上

252,600円＋(医療費の総額－842,000円)×１％
多数回該当：140,100円 ※3

167,400円＋(医療費の総額－558,000円)×1％
多数回該当：93,000円 ※3

80,100円＋(医療費の総額－267,000円)×1％
多数回該当：44,400円 ※3

負担区分の要件に該当するか、または内容の詳細等については、下記にお問い合わせください。
●お問い合わせ先

https://www.yamagata-kouiki.jp/℡（0237）84-7100
〒991-0041  寒河江市大字寒河江字久保６番地
山形県後期高齢者医療広域連合お住まいの

市町村窓口
または

★申請時に必要な持ち物は、事前に市町村までお問い合わせください。
★これまでの「限度額適用認定証」の新規発行は終了しました。
★認定状況が確認できない場合、区分「現役並み所得Ⅲ」の限度額となりますが、１か月ごとの負担額が本来の限
度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

医療機関や調剤薬局での窓口負担については、世帯の負担を軽減するために、１か月ごと
の限度額を設けています。

●医療機関等の窓口で負担する割合が「３割」の方で、区分が現役並み所得Ⅰ・Ⅱのいずれ
かに該当する場合、保険適用分の医療費の自己負担額が、決められた１か月ごとの限
度額（１医療機関ごと）までとなる制度です。

●下記の表の太枠内に該当する方が対象となります。
●マイナ保険証をお持ちでない方は、市町村窓口に申請し、適用区分が表示された資格確
認書の交付を受けてください。

「限度額適用認定」

（R７.４.１時点）


